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平成 31（令和元）年度上期の事業運営状況について 

 

 3月 22日の理事会・評議員会でご承認いただきました、本法人の平成 31 年度事業計

画につきまして、本年度上期の主要な事業運営状況を下記の通りご報告いたします。 

 

１. 教育 

（１）入学志願者および優秀な学生（生徒）の確保 

【大学】 

 令和元年、夏のオープンキャンパスは、猛暑日が続くなか、来訪者、対応する学生・

教職員の健康も心配されたが無事に終了した。大森キャンパスでは、医学部が 8月に 2

日間開催し 1,450 名、看護学部は本年度から開催日を 7月から 8月に 1日移動し、6月

の 1日、8月の 3日と合わせ 4日間開催し 2,133名、習志野キャンパスでは、薬学部・

理学部・健康科学部合同で 8 月に 2日間開催し、4,557 名の受験生・保護者等が来場し、

大学全体では 8,140名と前年比 6％減となったが例年同様 8,000名以上の参加者を確保

することができた。 

大森キャンパスでは、医学部・看護学部の参加人数合計は前年度比 6.9％減であった

が、キャンパス内の魅力を紹介するキャンパスツアー、病院見学ツアー、そしてさまざ

まな体験型イベントも参加者からは好評を得ていた。また前年度完成した医学部臨床技

能学修センターをはじめとした体験型実習では在学生が入念な事前学修のもと熱心に

説明しており、保護者からも本学での教育成果が垣間見れる時間となった。 

習志野キャンパスでは、各学部の在学生が積極的に参加し大学の魅力を伝えていた。

開設 3年目を迎えた健康科学部においては 4つの体験演習「看護学生になったつもりで

体験演習♪」が開催された。例年同様、薬学部では「薬剤師にチャレンジ」と題する調

剤実習が人気であった。理学部では、2日間で 6つの体験授業との 7項目（11 回）の体

験実験を実施した。習志野キャンパスではオープンキャンパスのほかに、土曜キャンパ

ス見学会、AO 入試説明会・高大接続型入試説明会を開催し、多様な入試制度を周知さ

せることで受験生確保に努めている。 

5月には大学案内 2020を 80,000部発行し、巻頭特集では、本学の建学の精神である

「自然・生命・人間」の理解を大きく取り上げた。例年、資料請求数が発行部数を上回

るため、前年同様ダイジェスト版を作成した。ダイジェスト版は低学年を中心に配布し、

その後の資料請求等の動向から志望度を分析できるようにしていく予定である。 

かねてより懸案事項であった受験生サイトの全面レスポンシブ化を行った。更新作業

が迅速に対応できる仕様となっているため、各学部の情報の速やかな公開が可能である。

今後は、4月に新設したアドミッションセンターを中心に過去の志願者・受験者情報を

分析する予定であり、大学・各学部で情報を共有しながら、Webサイト、受験情報誌等

による広報活動を行っていく。 
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又、首都圏を中心に進学相談会へ参加し、本学のアピールを行っている。地方都市は

数字に表れるのは時間がかかると考えているが、長期的な取り組みにより本学認知に向

け働きかけている。Web 出願システムについては、4 年目となる本年度も大きなトラブ

ルはなく運用しているが、よりスムーズな出願につながるように前年度を振り返り、見

直しを行う準備を進めている。 

 

【付属東邦中・高等学校】 

 完全中高一貫教育体制の整備による「選ばれる学園」（健全な進学校）作りに取り組

み、優秀な生徒の確保をめざしている。中学入試は複数の入試制度を実施しており、募

集定員の見直しを検討したところ次年度は据え置くこととし、今後も入試区分別の入学

生の成績推移を見守っていく。一方で、グローバル化が進むなかで海外において高い英

語力を獲得した生徒を確保するため、帰国生の入試および編入学試験に関して積極的に

海外広報活動を行った。 

 ホームページアクセス数は、高校一般入試の生徒募集停止と宇宙関係イベント終了に

伴って減少しているが、学内行事の様子や部活動の活躍など受験生へ本校の魅力を伝え

る情報をタイムリーに配信しアクセス数の増加につなげていけるよう努める。 

 

【駒場東邦中・高等学校】 

 学校案内のパンフレット、ホームページでは、学校行事やクラブ活動など生徒の日々

の活動を学外へ積極的に発信することでコンテンツの充実に努めるとともに、進学塾開

催の学校説明会への参加、雑誌および Webへの新たな広告掲載等で露出度を高めて広報

活動の促進を図った。引き続き、有能な生徒の確保のため、本校の特徴や魅力を小学生、

保護者等へ伝えられるよう広報を強化していく。 

 

（２）国家試験合格率の高位安定化 

【医学部】 

筆記試験対策としては、これまで同様に 6年次生全員を対象として、修学支援センタ

ーを中心に 5～10 月の集中臨床講義を実施している。又、5 年次 3 月末の模擬試験、6

年次 6月のプレ卒業試験により到達度の確認を行い、プレ卒業試験の成績下位者に対し

ては、医学部長、副医学部長、教育委員長、卒試管理部会による個別面接を実施し、成

績の改善と精神面でのケア、意欲の向上を図った。さらに、8月・11月の 2回の卒業試

験の後、12月の模擬試験を義務づけて成績の底上げを図る予定である。平成 30 年度に

リニューアルしたシミュレーションラボは、臨床技能学修センターと改称し、令和 2年

度から必修化が決定している臨床実習後 OSCE（Post-CC OSCE）対策として、4年次の「臨

床推論演習」、「臨床検査・生理機能検査実習／シミュレーション実習」等において臨床

能力の基本の修得に活用している。 又、前年度に引き続き全国トライアルに参画し、8
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月に本格実施に沿った内容で Post-CC OSCE を実施した。 

 

【薬学部】 

薬剤師国家試験合格率の長期的な高位安定化を図るため、学習への動機づけを 1年次

生から行った。「薬学入門」では自分のめざす薬剤師になるための行動目標を作成する

ことで、大学での学習の重要性を認識させた。「基礎物理学Ⅰ」、「基礎化学」、「基礎生

物学」において各科目 2 回ずつ実施した TBL（Team Based Learning）では、成績上位

者から下位者への指導等を通じて全体の学力の底上げを図るために、入学時に行ったプ

レイスメント・テストの成績上位者と下位者が均等になるようグループ分けを行った。

学習内容の理解度を高める工夫として、講義で学んだ内容に関する問題作成とそのグル

ープ間評価に加えて、TBL 開始時に問題作成と自己学習の結びつけ方に関する講義を導

入し、学生の理解の深化に努めている。6年次生については春学期開始時に、国家試験

への意識づけとして、統合型演習科目運営委員会で検討した実施計画を基にしたガイダ

ンスと「スタートアップ模試」を行ったほか、春学期定期試験終了時にも、秋学期に向

けたガイダンスと、国家試験が近づくにつれて不安や悩みを抱えた際の相談窓口として

の利用が可能な学生相談室の紹介を行った。又、きめ細やかなフォローが必要な薬学総

合教育部門所属学生に対しては、春学期開始時に個別面談を行うとともに、講義への出

欠状況から生活改善が必要と考えられる学生を対象に個別指導を適宜実施した。さらに、

定期試験後は、弱点把握や精神的なケアを目的とした個別面談、夏期休暇期間中の秋学

期対策補講も実施した。 

 

【理学部】 

6 月 23 日に実施された遺伝子分析科学認定士試験（初級）は臨床検査技師課程の 4

年生のうち 16名が受験し、14名が合格（本学合格率 87.5％、全国平均合格率 73.5％）

した。4年生 41名は春学期で国家試験受験資格科目の履修を終了し、8 月 5日より 5週

間（大森病院は 6週間）の臨地実習（本学医療センター3施設と大学病院 5施設、総合

病院 3 施設）を実施した。平成 31（令和元）年度より始めた試みとして、臨地実習前

の知識確認模擬試験を実施し、今後の自己啓発を促した。秋学期より臨床特別講義等の

国家試験対策講義と複数回の模擬試験を実施し、国家試験合格率 100％をめざす。3 年

生においては 47名が 7月 9日実施の全学部共通教育生命倫理シンポジウムを履修した。

又、8月 14日・15日に実施のチーム医療演習に 13 名が参加し、チーム医療における臨

床検査技師職務の理解向上を図った。 

 

【看護学部】 

看護師・保健師国家試験の合格率は、毎年全国平均を上回っている。看護師は前々回

99.0％、前回 96.5％と高位安定化が図れており、国家試験対策の効果が表れている。3
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年次は 4月にガイダンスと必修対策講座、5月・2月に低学年専門基礎模試を実施する。

4 年次の看護師国家試験対策としては 4月にガイダンス、必修対策講座（5回）、5月に

模擬試験を実施し、夏休み前には学習計画を説明している。今後、模擬試験（2 回）、

対策講座（3 回）を予定している。4 年次の保健師国家試験対策としては 9 月以降、模

擬試験（3 回）、対策講座（4回）を予定している。模擬試験の成績不振者には、国家試

験対策委員長、アドバイザーから個別指導を行い、意欲・成績の向上を図っている。 

 

【健康科学部】 

本年度より 3学年が揃い、保健師養成教育課程も動き出した。各学年、課程にあわせ

た国家試験対策を年度当初に立案した年間スケジュールに沿って企画・運営している。 

上半期は、年度当初に、「国家試験に向けた学習方法に関するガイダンス」を開催し、

全学年に対して国家試験対策年間スケジュールの説明、本年度から導入された「系統別

看護師・保健師国家試験 Web ツール（医学書院）」の活用方法、前回看護師国家試験の

傾向、各学年にあわせた学修の心構え等についてガイダンスを実施した。学年ごとの対

策として、2年次には「看護師国家試験傾向と対策」、3年次には「低学年模試（専門基

礎科目）」を実施した。又、保健師課程の学生を対象に、「保健師国家試験対策セミナー

～若手保健師による講話～」を開催し、2名の現役保健師を招聘して効果的な学習方法

等に関する講話・座談会を実施した。引き続き、国家試験突破係（学生主体で活動）、

学生委員と協力し、学生主体で学修できるような対策をすすめる。又、習志野メディア

センターと連携し、国家試験対策のための図書の選定、図書活用の促進のための学生へ

の情報提供を行った。下半期も計画に基づいて対策を実施予定である。 

 

（３）特色ある教育への取り組み 

【医学部】 

平成 28 年度に学習成果基盤型（修得型）の新カリキュラムがスタートしてから 4 年

目を迎え、能動学習を推進するとともに、人文社会学科目を必修科目とし人間性教育の

強化を図っている。又、科学的探究心と思考能力の育成を図るために、必修化した医学

研究（医学論文）について、4年次では、前年から継続している研究を医学論文として

仕上げる段階に入っている。3年次では、前年度実施した希望調査を踏まえ、学生ごと

の研究テーマに沿って、担当教員の指導が行われている。2 年次に対しては、5 月に学

生向けオリエンテーションを行い、8月には各講座・研究室から集まった研究テーマが

公開され、学生の希望調査を行っている。なお、平成 31（令和元）年度より導入した

学部生における大学院科目等履修生制度の履修者は、1名である。 

その他、9 月下旬から 2 年次の「医薬合同生命倫理演習」、10 月には 1 年次の「特別

養護老人ホームにおける介護体験実習」を実施する。1 年次の PBL （Project Based 

Learning）テュートリアルにおいて上級生が下級生を指導する「屋根瓦システム」では、
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10 月に学生テュータ養成ワークショップを実施した後、テュートリアルを実施する。

さらに、国際化に向けた医学英語力強化のため、4 年次は 11月に English OSCE を実施

し習熟度チェックを行う予定である。 

 

【薬学部】 

本年度も学術交流協定締結校である瀋陽薬科大学との短期交流プログラムを実施し、

8 月 17 日～24日の日程で、学生 14名（4年生 3名、3年生 6名、2年生 4名、1年生 1

名）および引率教員 1名が文化交流等を行った。5年次開講科目の「海外実務実習」は、

前年度に引き続き、Scott & White 記念病院・同小児病院（アメリカ）に加えて、大学

間学術交流協定校であるグダンスク医科大学（ポーランド）においても 10 月の上旬と

中旬の二期に分けて実施する計画である。医学部生と合同で参加型学習を行う「ヒュー

マニズムⅡ」では、高大接続の観点から高校生の参加を募っている。これまで参加した

高校生のうち直近では、平成 29 年度 4名、平成 30 年度 6 名、平成 31年度 5 名が本学

部へ入学している。本年度も 9月～10 月にかけて、14校より 55名（１年生 6 名、2年

生 24名、3年生 25名）の高校生が参加する予定である。又、習志野キャンパス共通教

育科目として平成 29年度から開設している「人間と生命」は、9月 12日・13 日の 2日

間での開講を予定しており、62 名（薬学部 30 名、理学部 26 名、健康科学部 6 名（聴

講））が履修予定である。 

 

【理学部】 

カリキュラム改定 2年目を迎えた生物学科では、基礎教育と専門教育との円滑な接続

を注視しながら配当科目を実施している。教員養成課程においては、教育職員免許法改

正に対応するために一部改定したカリキュラムの運用を前年度に引き続き実施してい

る。平成 29 年度から複数学部の交流型教育として開設した習志野キャンパス共通教育

科目「人間と生命」には 26名の学生が履修登録した。 

特色ある教育法を実現するツールとして、ルーブリックによる成績評価への理解を深

めるため、ワークショップ型の FDを 8月 21日に開催し 76名の教員が参加した。 

 

【看護学部】 

平成 28 年度学部入学生から適用している現カリキュラムは完成年度を迎えた。令和

4 年度以降の学部新カリキュラム策定に向け、検討を始めている。看護師課程の改正、

保健師課程の大学院化、他大学との差別化等、入学前から卒業・修了後までを一体とし

て考え、より教育効果が高いカリキュラム構築へと進めていく。 

海外研修では、学生の学習成果や経験がより高まる計画を検討している。その中では、

大学間 MOU を締結しているポーランドへの研修計画も候補とし、秋学期の学生募集まで

に研修先の選定を行う。 
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【健康科学部】 

3 年次科目を開講し、「人の健康をアセスメント・支援する視点、および地域・生活

者の視点」をより発展させ、看護の対象や健康の多様性に対応するための成人、母性、

小児、精神、在宅、コミュニティヘルス看護等の各論実習を円滑に行うために、講義・

演習科目を開講することにより学生の準備状態を整えた。実習受け入れに向け、実習施

設の受け入れ準備・調整を行った。保健師課程受講者（20 名定員）に対し保健師関連

科目を開講した。倫理教育については、各看護学の概論において領域の基本的な考え方

を学べるようにするとともに、2年次開講科目「看護実践の基礎」において、倫理的事

象を取り上げディスカッションする機会を設け、倫理的事象への感受性の強化を図った。

秋学期の臨地実習においても各実習で積極的に倫理的問題を取り上げ、発展的に思考を

展開させることで倫理観の醸成につなげることをめざす。平成 30 年度に引き続き、リ

ーダーシップ育成教育の一環として、「組織論」、「プレゼンテーション論」等により関

係形成力の強化を図った。自由科目の一部の必修化を進め、初年次教育の強化を図った。

又、異文化理解の促進（国際性、多様性の涵養）を目的に 3月に海外研修（オーストラ

リア）を実施する予定である。 

 

【付属東邦中・高等学校】 

 「建学理念」「教育方針」を具現化する教育を実施し、冊子『自然・生命・人間』に

基づく宣誓文集を作成して帰属意識の向上を図った。教育の特徴として、人間的総合力

を身につけるためのリベラルアーツ型カリキュラム、大学入試で求められる考える力・

表現する力を育む中高一貫化した教育、大学付属の強みを活かした東邦大学での学問体

験講座の実施が挙げられる。完全中高一貫生が本年度高校 3学年に進級し，その授業進

度は順調であり、又、6 学年で実施したアンケートの分析結果もおおむね良好である。

部活動に関しては，関東大会出場は高校 4部活，全国大会出場は中学 2部活と活躍が見

られた。 

国際交流も引き続き推進しており、8月実施の中学 3年生のオーストラリア研修は 125

名が参加し、高校生対象のオーストラリア研修サイエンスコースには 25名が参加した。

又、同じく 8月にハーバード大学生 8名を迎えて主としてクリティカル・シンキングを

学ぶプログラム SLICEを開催し、50名が参加した。 

 

【駒場東邦中・高等学校】 

 「自分で考え、答えを出す」習慣、そして「文・理」に偏らず幅の広いバランスの取

れた能力を身につけることを学習方針としている。中高 6 年間を有機的･系統的に結び

付けた独自のカリキュラムで、教科によっては分割授業を積極的に取り入れ、少数教育

による理解の徹底と学習の充実を図った実践的な授業を行っている。現在は、令和 2年
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度のからの学習指導要領改訂に対応した新しいカリキュラムの編成を教育課程委員会

において検討中であり、2学期中に決定する予定である。 

国際理解教育では短期交換留学制度があり、アメリカのスティーヴンソン校へ本校生

が 8月に留学したが受け入れは本年度実施せず、そして、台湾の國立臺南第一高級中學

へ 12 月に本校生が留学し、受け入れは 1 月を予定している。その他、海外修学旅行、

大使館訪問等の様々な国際交流の機会を通じて、視野を広げ国際感覚を育んでいく。 

 

（４）教学環境の整備 

【大森キャンパス】 

 医学部では、2 号館への教学施設の集約化を目的とした整備作業を行っている。3 ヵ

年計画の 3 年目にあたる本年度、M3 階の旧シミュレーションラボ跡地をセミナー室に

改修する再整備を進めている。このセミナー室は、医学部本館 3 階にあった第 4・第 5

セミナー室を移転させるとともに、アクティブラーニング型授業に対応できる機能を付

加するものである。又、2号館エントランス鉄骨部および体育館の内装が、経年に伴う

劣化が顕著であるため修繕を下期に着手予定で調整を進めている。 

 

【習志野キャンパス】 

習志野キャンパスでは、キャンパスの正門および公道に面した外構部の老朽化が進ん

でいることから、再整備を機に習志野キャンパスにふさわしい正門・外構となるべく、

複数の設計業者よりデザインの提案を募り、担当の業者を選定した。現在、令和 2年度

～3 年度の工事の実施に向けて、3 学部・設計業者とともに具体化および調整作業を進

めている。 

薬学部では、1学年全員が収容できる大講義室が不足している状況を考慮し、教学環

境の改善を図るべく B館 3階の動物実験施設跡地を改修して大講義室を 1室設置する工

事を実施している。 

 理学部では、Ⅴ号館の空調設備のうち高稼働のものから室外機の更新工事に着手した

ほか、Ⅳ号館の渡り廊下を含む外壁の全面補修工事を実施した。 

 健康科学部では、健康管理室の跡地を利用して 1 階講義室の拡張工事を実施した。今

後はグループワークの授業等で使用頻度が高まる想定である。 

 

【付属東邦中・高等学校】 

 校内照明の LED 化を順次進めており、本館１階ホールへの設置が完了した。又、高校

棟・中学棟トイレ工事が 8月末に完了し、生徒の生活環境の改善を図った。 

 

【駒場東邦中・高等学校】 

 グラウンドを有効活用するため、人工芝化のうえ、多種目を同時に行うグラウンドに
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見合う計画を鋭意検討している。引き続き、充実した ICT教育環境の構築をめざして取

り組んでいく。 

 

【その他】 

・軽井沢山荘の建替 

軽井沢山荘は、帝国女子医学専門学校第 1回卒業生である星野禮子様（星野リゾート

現代表の祖母上）よりご寄付頂いた土地に昭和 40 年に落成した。近年は施設の老朽化

が進み、平成 27 年度以降利用希望者は殆ど無い状況であったが、経緯を知る星野リゾ

ートから、同社が近隣に保有する土地・建物との等価交換等の具体的な提案が寄せられ

たため、新軽井沢山荘開設に向けて計画を進めている。本年度、星野リゾートよりこれ

までの候補地に加えて新たな候補地の提案があった。これを受け、7月に法人執行部を

交えての現地視察を行い、新候補地を含めて移転先の検討を進めている。 

  

（５）就職・キャリア支援の強化 

 習志野学事部キャリアセンターでは、学生・父母・教員・企業から信頼されるキャリ

アセンターをめざし、学生の進路選択および就職活動の支援をしている。採用選考スケ

ジュールは前年と変更なくスタートし、8 月末現在の内定率は薬学部で 6 年次生 87％、

理学部で 4 年次生 70％とほぼ前年並みで順調に推移している。例年学内では、各学部

の年次ごとに様々な就職支援プログラムを実施し、段階を踏んだ支援体制を整えている。 

又、特別なサポートを必要とする学生支援においては学内外の協力体制構築に努めて

いる。前年度はそのような学生を理解するための教職員向け研修会を実施した。本年度

はこれらの学生の職業選択の助けとなるようにインターンシップ実施について、健康推

進センターの協力のもとアライアンス企業等と企画・検討を行っている。なお、TOHO

アライアンス企業は順調に数を伸ばし、8月末現在 789 社であり、各種イベントや選考

にご協力頂いている。 

 

（６）内部質保証システムの検証と自己点検・評価の実施 

本年度の認証評価受審に向け、4月末に自己点検・評価報告書をはじめとする評価資

料を大学基準協会へ提出した。提出した評価資料に基づき随時、書面評価が実施されて

いる。書面評価では、提出資料について大学基準協会より照会や追加資料提出の依頼が

あり、適宜、関係部署と協議等を行い対応している。実地調査は 10 月 22 日・23 日に

実施されることが決定し、実施に向けて準備を進めている。実地調査後、12月頃に「大

学基準協会による大学評価結果（委員会案）」が本学に提示され、3 月には「大学評価

結果」が通知される予定である。 

第 6 回全学自己点検・評価実行委員会検証会は、「大学基準協会による大学評価結果

（委員会案）」を踏まえ、令和 2 年 2 月下旬から 3 月上旬に開催することが大学協議会
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にて決定した。又、各学部長より外部有識者委員が推薦され、基本構想委員会および大

学協議会にて承認された。 

 

（７）東邦大学国際交流センターの活動 

各学部国際交流センター・留学生担当部署と協働し、国際交流事業を推進している。

海外の大学・医療機関との学術交流については、本年度 7月にアメリカのハワイ大学 マ

ウイ校、ポーランドのウッチ医科大学の 2校それぞれと新たに大学間協定を締結し、さ

らに、4 月にはタイのマヒドン大学と医学部、6 月には中国の中国薬科大学と薬学部も

新たに学部間協定を締結した。8月末現在、大学間協定 17機関、学部間協定 21 機関（医

学部 10機関、薬学部 7機関、理学部 2機関、看護学部 2機関）となっている。 

外国人学生や研究者、教育・研究機関に魅力的な留学先・交流先として選ばれるよう、

海外に向けた広報活動の活発化に取り組んでおり、表敬訪問や協定締結、奨学金情報に

ついてホームページを通して、英語による情報発信を開始した。そして、医学部への外

国人医師・学生の研修・実習受け入れについては、よくある質問に対して Web 上から

24 時間英語による自動回答ができるようチャットボットを実装した。今後は大学院入

学希望者に対しても対応が可能か検討する。引き続き、海外への派遣と海外からの受け

入れの双方向で拡大をめざしていく。 

 

２. 研究 

（１）研究の活性化と外部資金の獲得および不正防止の徹底 

 平成 31（令和元）年度の外部資金採択結果は、文部科学省科学研究費助成事業で

は新規採択 64 件（前年度 59 件）、獲得金額（直接経費）は新規と継続を合わせ約 2 億

4,040万円（前年度約 2億 3,790万円）であり、前年度と比べ増加傾向にある。新規採

択率は 24.43％（前年度 22.3％）と微増している。今後は医学部で行っている URA

（University Research Administrator）による科研費調書の書き方等の説明会を全学

的に開催するなどの支援を行い、公的研究費補助金等の採択率向上につなげていく。平

成 31（令和元）年度厚生労働科学研究費補助金では、代表が 4 件（新規課題 3 件、継

続課題 1件）、分担が 37件、労災疾病臨床研究事業費補助金代表 1件（新規課題）とな

っている。日本医療研究開発機構（AMED）では、委託費事業として代表 1件（継続課題）、

分担 25 件の計 26 件、補助事業として代表 1 件（継続課題）、CICLE 事業として分担 1

件(新規課題）の契約を行う見込みである。その他、学術振興会の補助金等は不採択と

なったが、引き続き各種補助金事業の動向に注意し、申請等につなげていく。又、平成

28 年度に獲得した「私立大学研究ブランディング事業（上皮バリア機構の不全により

生じる疾患をめざしたブランディング事業）」は、本年度が最終年度となることから、

成果等を報告する国内向けシンポジウムの年度内実施に向け、準備を進めている。 

研究支援においては、大型補助金獲得につながる学内の大型研究育成の取り組みとし
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て、教育・研究支援センターが所管する新たな制度「東邦大学重点領域研究補助金

（TUGRIP）」を創設し、それに先駆け「東邦大学重点領域研究補助金規程」を策定した。

令和 2年度実施に向け秋以降に募集を開始する。又、学内の補助金一覧を作成し、学内

関係者に公開することで、研究支援活動を推進していく。さらに全学の教職員を対象に

した「臨床研究ステップアップセミナー」を教育・研究支援センター、ダイバーシティ

推進センター、医学部臨床研究支援センターが共同で企画立案し、9 月 14 日・28 日に

開催する。 

管理面については、「管理・監督のガイドライン」および「研究活動のガイドライン」

に基づき、研究者等の負担軽減、研究支援業務に関する事務の効率化および事態に即し

た使用ルールの改善に向け要望等の洗い出しを行い、次年度改正に向け調整している。

なお、早急に変更が必要な事項については柔軟に対応していく。又、研究費不正使用防

止のために平成 28 年度から導入した科研費採択研究者による発生源入力（事務による

第 3者発注）については、新規対象者へのフォローとして、大学ホームページにシステ

ムへの入力手順の動画や手順書を掲載したほか、個別相談にも応じるなどの対応を行っ

た。さらに全採択者を発生源入力の対象とした習志野地区については、公的研究費使用

ルール等説明会においても入力手順等を含む説明を行うなど、円滑に導入できるよう努

めている。未導入の 3 病院については引き続き慎重に検討していく。平成 26 年度から

全研究者（教員）への受講を義務付けている研究倫理教育（eAPRIN）については、学長、

各学部研究倫理教育責任者と連携を図り、義務化の周知徹底や受講率向上に努める。 

研究者の研究環境を守る安全保障輸出管理は、教育・研究支援センターが主幹となり

前年度実施した現状調査をもとに各学部の審査担当者が現状を確認し、今後の濃淡管理

に向けた準備に着手した。又、Web 登録システムは、教職員の利便性を高めるために、

入力フォームの欄外にガイドを掲載するなどの対応を行った。さらに、新入職員を対象

とする説明会も 3ヵ所で開催した。 

化学物質管理については、4月から薬品管理システムを更新したが、作動に必要なデ

ータベース構築に時間を要することが判明したことから、全学管理についての見直しを

図り、今後の方針や予定の軌道修正を行った。 

ABS（生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会およびその利用から生ずる

利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書）については、全学的な委員会を立ち

上げ、学内ルール作りに向けた情報収集を続けている。 

 

（２）大学院の充実 

【医学研究科】 

 大学院教育、研究指導を充実させるべく、大学院 FD を企画し、第 1 回は 9 月に東北

大学大学院文学研究科の田代志門氏による「研究倫理-研究公正-（仮称）」、第 2 回は

11 月に神奈川大学大学院法学研究科の中村壽宏氏による「著作権と大学院教育・研究
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（仮称）」、第 3回は 12月に平成 30年度ベスト・ティーチャー賞受賞者による模範講義

を予定している。 

平成 29年より開始した連携大学院制度においては、実質的な運用に向けて平成 31年

4 月に「成育肝臓消化器学分野」を設置し、令和 2 年度からの実働化をめざすことで研

究の高度化・多様化を図る。 

又、9 月入試に向けて、ポスター作成・配付による積極的な学生募集を行っている。 

 

【薬学研究科】 

 より多くの大学院学生を確保するための広報活動として、ホームページの効果的な活

用を計画し、その充実を図った。本年度 7月に実施した博士課程推薦入試では 4名の志

願者があり、4 名全員の進学が内定した。又、本年度は 6 月 24 日に薬学研究科長を含

む 3名が瀋陽薬科大学を訪問し、薬学研究科の広報活動を行うとともに大学院学生受け

入れの説明会を実施した。さらに、6 月 26 日には、薬学部が中国薬科大学・中薬学院

との学部間学術交流協定（MOU）を締結した。これを踏まえて、薬学研究科委員会では

特別選抜入試の対象校をこれまでの 2校（瀋陽薬科大学、昆明医科大学）から中国薬科

大学・中薬学院を加えた 3 校に増やすこととし、学生募集要項を送付した。これにより、

薬科学専攻修士課程の志願者の増加を期待している。 

 

【理学研究科】 

 令和 2 年度博士前期課程推薦入試で 6 専攻計 46 名が合格した。又、博士前期課程に

おいては、教育職員免許法改正に対応するために一部改定したカリキュラムの運用を前

年度に引き続き実施している。博士後期課程学生対象の RA（リサーチアシスタント）

制度を拡充して学生への支援強化と進学率向上を図るために理学部リサーチアシスタ

ント規程を一部改定した。又、博士前期課程修了要件を集約して統一化が可能であるか

検討を始めた。博士前期課程・後期課程それぞれにおけるディプロマポリシーと現行カ

リキュラムとの整合性向上施策の検討を開始した。 

 

【看護学研究科】 

令和 2 年度施行の新カリキュラムは、平成 30 年度から検討を開始し、令和元年 5 月

に文部科学省へ教育課程の変更承認申請を行った。内容は、新分野設置・既存分野統合

等、開講分野の再整備を行うことによって、新たな教育分野志望者の獲得、志願者の分

野選択のしやすさをめざしたものである。現在審査中であり、審査結果は秋頃に通知さ

れることになっている。大学院入学試験は、Ⅰ期入試が 9 月 14 日に行われるため、学

生募集を新カリキュラムに則り進めている。 
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３. 医療 

3 病院の収支状況（4月～8月実績） 

3病院の医療収入は法人全体収入の 7割以上を占め、その帰趨は法人全体の収支に大

きく影響する。3 病院合計の医療収入は 27,875 百万円で、大橋病院移転に伴う落込の

反動増を主因に、前年同期間比 1,257百万円、4.7%の増収であった。内訳は、入院収入

が 18,154 百万円で前同比 751 百万円、4.3%の増収。外来収入が 9,587 百万円で前同比

510 百万円、5.6%の増収となっている。医療収入以外を含めた収入合計は 28,268 百万

円で前同比 1,231 百万円、4.6%の増収となった。 

一方、支出合計は、26,831 百万円で前同比 35 百万円、0.1%増嵩。収支差額（粗利益）

は 1,437百万円の黒字で、前年同期を 1,196百万円、496.6%上回る状態で推移している。

支出については、前年度の新大橋病院の移転関係費用や新病院用の消耗品購入の反動減

を主因にほぼ前同比並みとなった。但し、医療経費は医療の高度化により高額な薬品・

診療材料の利用が進み前同比 796百万円、8.3%上回っている点には留意が必要である。 

 

（１）大森病院（4月～8月実績） 

 診療実績は、入院が単価 74,829円・１日平均患者数 792.9人・平均在院日数 12.1日・

稼働率 85.7％、外来は単価 17,048 円・１日平均患者数 2,224.5人で推移した。 

入院においては、入院診療単価は前年度比 1,147円増で着実に増えてきているが、大

学病院本院としていまだ入院診療単価の低さは課題であり、DPC 入院期間Ⅱ（診断群分

類ごとの全国の平均在院日数）以内の退院患者割合の向上と、その他加算等の出来高収

入の増加を図っている。特に救急医療管理加算については、医師への理解を周知徹底し、

目標としている算定率 80％(加算 1・2 合計)をめざす。病床運営については、1 号館の

耐震補強工事に伴い、7 月 20 日より 1 号館 4 階病棟 46 床を閉鎖し、稼働病床数を 934

床から 888 床に減床した。適正な病床運営を行うべく、クリニカルパス等の活用により

在院日数の短縮を図るとともに、さらなる新規入院患者の獲得をめざす。特に、特定集

中ユニット(救命 1・2、特定集中、小児病床等)の稼働を注視し、SCU（脳卒中ケアユニ

ット）についても 7月末に「一次脳卒中センター」の申請を行い、SCU 設置に向けた検

討を進めている。 

手術件数については、4,300 件、前年度比 96 件増で、麻酔科管理症例（高度・低侵

襲手術等）件数も伸びている。今後、さらに 麻酔科管理症例の割合を増やし、目標と

している年間手術件数 10,000 件をめざす。 

 外来においては、化学療法等における高額薬剤の使用が伸びたこともあり、診療収入

は前年度比 3.7％の増収で推移している。9 月からは画像診断管理加算Ⅱの算定を開始

する予定である。長期処方患者についても逆紹介をさらに推進し、地域の医療機関との

連携体制の強化をめざす。 

その他、NICU（新生児集中治療室)および GCU（新生児強化治療管理室）での MRSA感
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染の発症を教訓に、院内での感染対策をさらに強化する。又、令和 2年東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催に向け、4月より国際医療支援部を立ち上げ、12月に JMIP（外

国人患者受け入れ医療機関認証制度）の受審を予定している。オリンピック期間中は、

大井ホッケー場の観客用医務室に協力することとなり、会場医療責任者、メディカルス

タッフ（医師 18名・看護師 32名）等を提供する準備についても進めている。 

 

（２）大橋病院（4月～8月実績） 

診療実績は、入院が単価 86,133円・１日平均患者数 304.7人・平均在院日数 9.2 日・

稼働率 95.5％、外来は単価 14,926円・１日平均患者数 1,052.4人で推移した。 

平成 30 年 6 月の新病院開院より１年を経過して、当初の計画以上に高稼働・高効率

な病床運営を実現するとともに、高度救急医療病院としての「都市型モデル病院」とな

りつつある。 

入院においては、入院診療単価が 90,000 円に達する勢いで推移している。患者サポ

ートセンターを中心とする部署間の連携強化と前日 15 時までの退院登録率の引き上げ

に努める等、円滑なベッドコントロールに取り組み、在院日数の短縮と稼働率の高位維

持を両立させた結果である。 

手術件数については、2,537件、前年度比 518 件増で、麻酔科管理症例（高度・低侵

襲手術等）も順調に伸びており、ハイブリッド手術室等を活用した高難度な手術の件数

も増加している。又、8月に TAVI（経カテーテル的大動脈弁置換術）の施設認定を受け、

1 例目が実施された。4 月中旬からは救急病床 4 床を HCU（ハイケアユニット）に変更

し、より高度な医療を必要とする患者の受け入れに注力しており、手術件数の増加に伴

い特定集中ユニット全体の稼働率も上昇している。 

外来においては、リニアックが本格稼動を開始したことに加え、化学療法が着実に回

復してきたことにより、外来診療単価は 15,000 円を超える月も出てきている。紹介患

者本人からの電話による直接予約開始や、「紹介受付」窓口の新設等、手続き時間およ

び待ち時間の短縮に努め、紹介患者が前年度比 1,287 件増加している。 

支出面では、人件費と委託費(人件費相当分)に関して、上期の診療状況を考慮して、

法人本部と「令和 2年度 医師・看護師・コメディカルの適正数」の検討を進めている。

又、医療経費については、化学療法等による高額薬剤の使用や高度な手術による診療材

料の使用により増加しているものの、診療収入に対する割合は適正に推移している。 

その他、4月より目黒区および目黒区医師会の協力のもと、子どもの初期救急を診察

するための救急室として、目黒区平日夜間小児初期救急診療事業「めぐろ子どもオープ

ンクリニック」を開設し、7 月 16 日から目黒区医師会より外部医師の派遣を受け入れ

ている。又、令和 2年 2月の病院機能評価受審に向けての準備に取り組んでいる。 
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（３） 佐倉病院（4月～8月実績） 

診療実績は、入院が単価 68,614円・１日平均患者数 376.0人・平均在院日数 10.9 日・

稼働率 90.6％、外来は単価 21,683 円・１日平均患者数 1,211.2人で推移した。 

入院診療単価の上昇に向けて、病床の効率的な運営を図るために、DPC 入院期間Ⅱ（診

断群分類ごとの全国の平均在院日数）以内の退院患者割合を増やし、在院日数の短縮と

新規入院患者の獲得を重要施策としている。又、救急車謝絶率についても 30％以下を

めざしている。 

手術件数については、2,596件、前年度比 149件増となっている。眼科では、前年度

12 月より白内障手術の外来化を推進し、現在ではおよそ 7 割弱の白内障手術を外来で

実施している。該当患者の負担軽減に加え、手術室の効率的な運用が図られたことで病

院全体の麻酔科管理症例（高度・低侵襲手術等）の増加にもつながっている。 

外来においては、高額薬剤の使用が伸びたこともあり、外来診療単価は前年度比 1,053

円増で推移している。長期処方患者の逆紹介をさらに推進するとともに、紹介、逆紹介

の増加につながるよう各診療科責任者の医療機関訪問を実施し、地域住民へ「かかりつ

け医」を周知啓発するなど地域医療機関との連携を強化している。又、がん診療連携協

力病院として、化学療法、放射線治療、内視鏡治療、がん相談等の増加に向け、がん診

療体制を機能強化するとともに、公開講座の実施によりがんの知識の普及・啓発活動に

尽力している。 

その他、佐倉病院再整備計画を推進しており、4 月より稼働病床数を 443 床から 415

床に減床した。HCU（ハイケアユニット）の設置を検討していたが、現状での ICU 稼働

率を考慮して本年度は実施を見送ることとした。一方で、高齢化で需要が増えると予測

される透析ベッドは、4階東病棟の 4床室を整備拡充して現在の 3床から 7床へ増床し

て運用する予定である。加えて、教育・研究機関としても、将来の医療従事者の教育お

よび、教職員の研究に資する院内実習環境や研究環境、宿舎等を整備し施設の有効利用

を推し進める計画である。 

 

（４） 羽田空港クリニック・羽田空港国際線クリニック（4月～8月実績） 

羽田空港内で国内外の旅行者と空港職員に安全で質の高い医療を提供している。翌年

には東京オリンピック・パラリンピックを控え、羽田空港では最大限の機能強化が進め

られており、両クリニックでは国内外からの旅行者増加に伴う体制整備が必須である。

外国人患者へは英語をはじめ、空港のコンシェルジュとの協力や通訳のサービス、翻訳

アプリなど通訳機器も活用しながら多言語での対応も行えるよう進めている。特に、国

際線クリニックでは 24 時間診療に向けて検討していく一方で、健診件数の増加にも対

応するため、職員の増員、診察室の増設といった受診体制の拡充を図っていく。さらに、

輸入感染症について常に最新情報の入手に努めていく。又、空港内の医療班として航空

機事故や災害時に備え、空港ビル、検疫所、各航空会社代表との会議を定期的に行うな
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ど連携強化に努め、訓練や専門部会にも積極的に参加している。 

広報戦略としては、空港関係者に対しての認知度向上のため平成 28 年より進めてい

る「健康ニュース」を 5月と 8月に１本ずつ配布を行った。今後も「健康ニュース」の

制作に引き続き取り組んでいくとともに、ホームページの見直しと改善を行っていく。

教育面では、従来からの研修医に加えて、看護学生や医学生の受け入れも積極的に実施

して次世代の医療従事者の育成に貢献している。 

 

（５）病院経営収支分析の強化  

3 病院の診療状況の確認・分析により経営課題を導き出し、3 病院合同病院運営戦略

会議を年 1 回（10 月開催予定）、各病院にて個別に経営会議を年 4 回開催するなかで、

課題を全体で共有し、一丸となって具体的施策を進めていく。経営会議は 5月、6月に

第 1 回を開催し、課題の進捗状況を毎月報告している。令和元年 10 月からの消費税率

引き上げを踏まえた診療報酬のプラス改定についても注視する。 

医療材料については、ベンチマークデータによる全国平均以下の購買価格となるよう

価格交渉を実施している。又、平成 31 年 4 月償還の経過措置に対する交渉リストを整

備するなど 3病院の医療コスト抑制を継続して行っていく。 

 

（６）3病院看護師等確保の活動および看護の質の向上に向けた取り組み 

 4月からの組織改編により、法人本部看護企画室では募集採用活動に加えて 3病院の

看護職員の教育研修を担う。 

看護師募集活動については、令和 2年度採用に向け、3病院看護部とも協力して看護

系大学 68校へ学校訪問、さらに、企業主催合同説明会は 8月までに 8地域 25 会場に出

展するなど計画的に進めている。訪問先でのインターンシップ勧誘活動も功を奏し、イ

ンターンシップ参加者数が順調に推移しており、3 病院看護部との連携を強化して参加

者を採用応募につなげるよう努める。又、本年度の学生の動向から、Webを利用して就

職説明会の始まる初期段階ですでに希望病院を絞り込んでいる傾向が見受けられたた

め、本学募集サイトのコンテンツをより充実させ、引き続き、優秀な人材確保に尽力す

る。 

教育研修については、急性期医療が抱える課題に 3病院看護管理者・教育担当者がと

もに挑む研修や、次世代を担う若手看護職がキャリアデザインを描きやすくなるよう自

己の看護実践を振り返る研修等、キャリアレベルに応じた数々の研修を企画・実施して

いる。又、メディアセンターと連携し、当部署の研修・看護職向け学術情報ポータルサ

イトにおいて講座関連の資料を紹介したり、3 病院・2 学部が集って看護業務に関する

情報の活用について考える会議を開催したりするなど、業務改革への動機付けを促進し

ている。 
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４．管理運営 

（１）財務基盤の強化  

新・中期経営計画（令和元～3年度）の初年度となる本年度は、基本金組入前当年度

収支差額 12.2 億円の黒字予算を組んでスタートした。上期の走りは、前年度の新大橋

病院移転に伴う一時的な落込みの反動増を主因に粗利益ベースでは前年同期を上回る

が、医療経費が増嵩しており下期に掛けて動向を注視する。 

一方で、下期予定の額田医学生物学研究所解散に伴う寄付受入に際しては、予算比

2.3 億円上振れが見込まれる。又、本年 10 月予定の消費税増税に際して「損税」対応

としての診療報酬上乗せが実施されれば、通期目標の上振れ達成の可能性もあると推測

される。 

手許資金の復元、借入金の圧縮は順調に進んでおり、令和 7年度の創立 100 周年に向

けて財政状況のさらなる健全化を進めるとともに、資金管理に盤石を期す。設備投資予

算は 38.7億円で大規模設備投資も一段落し、減価償却費 49.7 億円の範囲内に抑制され

た。 

本年度は、主な設備投資として、大森病院 1号館の耐震補強工事並びに薬学部 B館 3

階講義室の改修工事に取り組んでおり、順調に進んでいる。設備投資の実現に向けて、

資金管理に万全を期すとともに財政規律の一層の強化に努める。 

 

（２）経費節減プロジェクトの推進  

経費節減プロジェクトは 7年目を迎え、引き続き各所属で細やかな取り組みを進める

とともに、法人主導項目として①業務効率化による時間外業務削減（会議・委員会等の

見直しを含む）②医療機器保守契約見直し③3病院の機器・備品購入の適正化④委託費・

消耗品費・印刷製本費等の適正化プロジェクトを設定し、法人のスケールメリットを活

かした施策を推進している。7 月には本年度第 1 回目の経費節減推進委員会を開催し、

各所属の担当者による施策の進捗報告と課題共有を行った。10 月からの消費税増税に

よりコスト管理の重要性が一層増すことから、各施策の効果を注視しつつ、委託費を中

心に新たな取り組みを模索していく。 

 

（３）アイデンティティ強化のための広報施策  

①広報施策の強化 

 羽田空港での大型映像メディア（FV）における健康情報番組「健康エアポート」と

CM 放映について、本年度は「健康エアポート」のコンテンツリニューアルを進め、3病

院の医師 18 名による最新の健康情報を配信するべく、9 月 1 日よりコンテンツの切り

替え放映を開始した。又、本年度病院広報施策では、3病院で活躍する女性医師を中央

公論新社発行の「婦人公論」にて取り上げ、東邦大学 3病院を広く地域の一般の方々に
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訴求する記事広告として掲出を行う。 

平成 26年度より専門業者を交えて開始した戦略的プレスリリースについては、学内で広

く浸透しつつあり、各所属からの情報提供によるプレスリリース配信が増加している。8月

末時点で 41 本のリリースを配信、うち 26 本が延べ 78 メディアに掲載・放映された。

配信数は前年度比で 4 本増加し、掲載数も 9 件増えている。他機関との共同リリース等

を含めた質の高い研究情報や、教育と医療という公共性の高い組織としての取り組みを社

会に発信していけるよう今後とも推進していく。 

平成 31年度法人広報連絡会を 5月に開催し、前年度の広報施策の総括、各所属における

広報活動の現状や課題、Web を活用した広報の必要性等について、活発な意見交換が行われ

た。同時に、プレスリリースの重要性について SDを実施し、学内の広報意識およびスキル

向上を図った。 

 

②ホームページの充実 

 本法人各施設トップページへのアクセス数は平成 31(令和元)年 4月～8月累計で延べ

1,006万件（大学 594 万件、病院 274万件、両中高・看専 138万件）となり、前年同期

間比約 112 万件増となった。 

病院サイトについては、現在公開している各病院の基幹サイトとそれぞれの診療科サ

イトに加えて、研修医・地域医療機関等に向けた各診療科のプライベートサイトの構築

を 2ヵ年計画で順次推進していく。初期・後期研修医のさらなる獲得と紹介患者の増加

につながるように、診療科の特色を効果的に訴求できる充実したサイト制作をめざす。 

 

（４）「学校法人東邦大学広報」による法人情報の発信  

理事長執筆による新連載企画「東邦大学のルーツをたどる 第 3部 ―東邦大学のあゆ

み―」を 6月号より開始した。建学の精神「自然・生命・人間」を礎として進化を続け

てきた本法人の学部・学校・病院の成り立ちを当時の背景とともに順次紹介していく予

定である。又、令和 4年に事業開始を予定している羽田戦略特区プロジェクト（羽田空

港跡地再開発推進計画）については、6月号にて計画の概要等を紹介した。今後も、工

事進捗や経営計画等の最新情報を随時掲載していく。 

 

（５）産学連携の推進  

 上期の特許については、出願が国内特許 2件であった。一方、受託研究 6件、共同研

究 30 件、その他 28 件、合計 64 件の案件の精査（契約書確認等）を行い、研究支援の

一層強化を図った。 

研究契約や係争事案の適切な処理により研究者を保護し、研究の活性化を実現するた

め、本年度新たに総合特許法律事務所と委託契約を結んだ。とりわけ、昨今注力してい

る特許の単独出願とそれに関連する諸問題へ対応が可能となった。又、医工連携推進の
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布石として、研究協力を主目的とする連携協定を東京都立産業技術研究センターと締結

することとなった。そして、新たにリサーチアドミニストレーター業務の専門家と委託

契約を締結したことにより、従来とは異なる切り口から産学連携本部の施策立案および

イノベーション活動の推進を図り、さらに自治体との新しい協力関係を構築する準備を

進めている。 

 

（６）額田記念東邦大学資料室の充実  

 5月に薬学部ホームカミングデーにてポスター展示し、同窓生を含む学内関係者への

広報活動を行った。10月の大森祭での資料室臨時開室および 11 月の東邦祭に合わせて

習志野メディアセンターへの出張展示開催を予定しており、学内行事へ積極的に参加し

ていく。又、管理面では、雨天・猛暑・ 寒冷時も含めて展示室の良好な室内環境を保

てるように、温湿度データ等を考慮しながら環境改善に取り組んでいる。 

 

（７）羽田空港跡地再開発推進計画  

羽田戦略特区プロジェクト基本構想委員会を立ち上げ、令和 4 年の事業開始に向けて

準備を進めている。本プロジェクト推進企業の「羽田みらい開発」と定期的に打ち合わ

せを行っている一方、連携候補企業を中心に具体的な連携案について意見交換等検討を

重ねている。本プロジェクトの重要項目である医工連携を推進するために 5 月には「第

１回羽田みらい医工連携フォーラム」を開催し、大田区内ものづくり企業等から 124 名

の参加者があった。又、6月には本プロジェクト連携候補企業を対象に「東邦大学羽田

戦略特区プロジェクト企業説明会」を開催し、医療機器メーカー、製薬関連企業、旅行

関連企業等から 100名の参加があった。学内では 7 月に開催された理事会において本プ

ロジェクトの進捗状況の報告を行った。 

 

（８）株式会社東邦キャンパスサービスの動向 

8 月で第 19 期の決算を終え、法人のより充実した教育、研究、医療環境づくりをサ

ポートするために、今期についても法人と連携して事業を推進した。前年開院した新大

橋病院では、初の直営方式となった立体駐車場の売り上げが好調に推移しており、引き

続き安定した運営をめざす。又、消費税の増税に伴う診療報酬改定で、治療薬・医療材

料（償還材料）は 10 月より価格が改定される。そのため、各ディーラーとの治療薬の

価格交渉については 3病院薬剤部長と協議の上、4 月～9月分は 9月末まで、10月～翌

年 3月分は 3月末までの妥結をめざして取り組んでいく。そして、医療材料（償還材料）

の経過措置に該当する品目については価格交渉を進め、8月末までの妥結に至った。 

 

 

以上 


